
<議案第２号付議>
東部大阪都市計画道路の変更（東大阪市決定）

<議案第３号諮問>
東部大阪都市計画道路大阪八尾線の変更（大阪府決定）

令和7年度第3回東大阪市都市計画審議会
令和8年1月 29日（木）



次 第

１．都市計画道路の必要性の検証方法

２．検証結果

３．経過と今後の手続きについて



東大阪市都市計画道路見直し基本方針

将来まちづくり計画との整合性の検証

道路機能の検証

<必要性高い>

見直し対象路線の抽出

必
要
性
の
検
証

廃止候補存続候補

●交通機能（代替機能検証）●都市環境機能
●都市防災機能 ●市街地形成機能

<必要性低い>

廃止による影響について
検討し評価する

廃止による影響の検証
<影響大きい>

<影響小さい>

都市計画マスタープランに示す優先的に取組むべき事業であるか
第３次総合計画の実施計画に挙げられているか

<Yes>

<No>



見直し対象路線
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必要性の検証における評価基準
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必要性の検証における評価基準
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廃止と評価した路線
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廃止と評価した路線（柏田長瀬線）
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モノづくり推進地域

0 500m100



廃止と評価した路線（柏田長瀬線）

近鉄
長瀬駅
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施
駅

① ②

太平寺上小阪線

JR長瀬駅

代替路線
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大阪八尾線の一部区間の廃止（大阪府決定）

近鉄
長瀬駅

至
布
施
駅

JR長瀬駅

0 500m100

■現在
延 長：約1,030ｍ
車線数：２車線
幅 員：16ｍ
起 点：東大阪市岸田堂西二丁目地内
終 点：東大阪市長瀬町三丁目地内

※本変更前の現時点の内容



JR長瀬駅

廃止

大阪八尾線の一部区間の廃止（大阪府決定）

駅前
交通広場



都市計画の手続き

公述申出期間
令和７年８月２９日～９月１２日

縦覧期間
令和７年１１月６日～１１月２０日

公述申出なし

意見書提出なし

〇 法第16条公聴会

〇 法第17条縦覧



廃止と評価した路線
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廃止と評価した路線（南山麓線）

①

②
南
山
麓
線

枚岡駅前線

八尾市

東花園枚岡神社線
大
阪
外
環
状
線
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都市計画道路 見直し結果一覧
1-1 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13

1 三島東鴻池線 ① 〇 有 〇 - 〇 〇 〇 高 存続

② 〇 有 〇 - 〇 〇 高 存続

③ 〇 有 〇 高 存続

2 東大阪中央線 ① 〇 有 〇 高 存続

3 高井田長堂線 ① 〇 有 〇 有 〇 高 存続

4 寿渋川線 ① 〇 - 高 存続

② 〇 - 高 存続

5 小阪稲田線 ① 〇 〇 高 存続

6 鴻池本庄線 ① 〇 - 〇 高 存続

② 〇 - 〇 高 存続

7 太平寺上小阪線 ① 〇 高 存続

② 〇 有 〇 - 〇 〇 高 存続

③ 〇 有 〇 高 存続

8 渋川友井線 ① 〇 - 〇 - 高 存続

② 〇 - 高 存続

③ 〇 - 高 存続

④ 〇 〇 高 存続

⑤ 〇 〇 高 存続

⑥ 〇 〇 高 存続

9 衣摺大蓮南線 ① 〇 - 高 存続

10 足代金岡線 ① 〇 - 高 存続

11 大阪瓢箪山線 ① 〇 高 存続

12 東花園枚岡神社線 ① 〇 高 存続

13 柏田長瀬線 ① 〇 有 〇 有 低 無 廃止

② 〇 有 低 無 廃止

14 北山麓線 ① 〇 - 〇 高 存続

② 〇 高 存続

③ 〇 高 存続

15 南山麓線 ① 〇 高 存続

② 〇 有 低 無 廃止

必要性
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見直し案（都市計画道路）

区間数 延長(m) 区間数 延長(m)

存続 13 - - 26 19,090

三島東鴻池線、東大阪中央線、高井田長
堂線、寿渋川線、小阪稲田線、鴻池本庄
線、太平寺上小阪線、渋川友井線、衣摺
大蓮南線、足代金岡線、大阪瓢箪山線、
東花園枚岡神社線、北山麓線

一部廃止 1 1 2,840 1 170 南山麓線

廃止 1 2 1,340 - - 柏田長瀬線

計 15 3 4,180 27 19,260

評価対象路線 評価対象区間

路線名廃止・存続
の別

路線数
廃止 存続



駅前交通広場 見直し結果一覧
1-1 2-1 3-2 3-4 3-5 3-6 3-7

徳庵駅前交通広場 〇 〇 - 〇 〇 － 〇 高 存続

鴻池新田駅前交通広場 〇 高 存続

長瀬駅前交通広場 〇 〇 - 〇 高 存続

弥刀駅前交通広場 〇 〇 高 存続

瓢箪山駅前交通広場 〇 〇 - 〇 高 存続

枚岡駅前交通広場 〇 〇 高 存続

額田駅前交通広場 〇 〇 高 存続

将来ま
ちづくり
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の整合

代替
広場

交通機
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緊急活
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見直し案（駅前交通広場）

存続 7 23,700

徳庵駅前交通広場、鴻池新田駅前交
通広場、長瀬駅前交通広場、弥刀駅前
交通広場、瓢箪山駅前交通広場、枚岡
駅前交通広場、額田駅前交通広場

廃止 0 0

計 7 23,700

廃止・存続
の別

箇所数 広場名
面積
(m2)



見直し後の都市計画道路網（主要現道含む）
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経過と今後の手続きについて
都 市 計 画 説 明 会

令和７年８月３日（日）10時〜 市役所本庁舎１８階 大会議室
令和７年８月５日（火）19時〜 市役所本庁舎１８階 大会議室

それぞれ１０名、４名の方が来場されましたが質問や意見はありませんでした。

令和７年度第２回東大阪市都市計画公聴会
令和７年９月１１日（木）

場所：市役所１階多目的ホール
公述申出が無かったため中止となりました。

都市計画案の縦覧
令和７年１１月４日（火）〜１１月１８日（火）

意見書：１件

令和７年第３回東大阪市都市計画審議会 付議
令和８年１月２９日

都市計画変更告示
令和８年４月〜５月頃



都市計画法第１７条第２項の規定により
提出された意見の要旨

●意見の要旨
・代替路線とした旧大阪外環状線は瓢箪山駅付近がアーケード
商店街で通行不能な区間があることや、商店街以外の区間も
歩道がなく狭いため、車・自転車・歩行者が近接し危険であ
り代替路線として不適当。

●市の見解
・隣接都市間相互の円滑な交通処理を行うための交通機能のみ
を評価しており、同機能の代替路線を評価しているため、
指摘されている機能について評価を行ったものではない。
商店街の区間は規制によるもので、評価に影響を与えるもの
ではない。
代替路線については、都市計画基礎調査や都市交通調査の結
果を踏まえ検討しており、旧大阪外環状線や大阪外環状線は、
令和３年度時点で混雑度が非常に低く、将来も減少傾向にあ
ると見込まれていることから代替路線として評価可能。



都市計画法第１７条第２項の規定により
提出された意見の要旨

●意見の要旨
・緊急交通路確保のため南山麓線は必要。

●市の見解
・緊急交通路については、「東大阪市地域防災計画」において、
大阪外環状線を広域緊急交通路に、旧大阪外環状線を地域緊
急交通路に指定しており、南山麓線を緊急交通路に指定する
計画はありません。地域の防災面や交通安全については道路
拡幅等を個別に判断するなどし、交通安全対策事業などを実
施している。



都市計画法第１７条第２項の規定により
提出された意見の要旨

●意見の要旨
・南山麓線の位置は、現在の計画より西に寄せるべきで、さら
に新たに東西道路の都市計画決定も行うべき。

●市の見解
・新たなまちづくりに関する計画が定められるなど、都市計画
として道路の必要性が高まれば、事業化の目途と合わせて新
たに計画を定める。


